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こども家庭センターの設置について

□ こども家庭センターの概要
・

・

□ センターのイメージ

　　　○新規事業
　　　　　・サポートプランの作成
　　　　　・妊娠期から切れ目のない支援

　　　　（産前・産後サポート、産後ケア、産婦健康診査事業）　ほか
　　　　　・地域子育てセミナーの休日開催（拡充）

R6.4.1～民営化

《こども家庭センター》
R6.4.1開設

子育て世代包括支援センター（母子保健）
子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）　ほか

改正児童福祉法により、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を
行う機関の設置に努めることとされた
本市においても、組織改編や事業の移管・集約等により、こども家庭センターを設置
し、新規拡充施策の実施とともに子育て支援体制の強化を図る
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療育にかかわる

相談業務の一部

母子保健事業

・入院助産負担金

 ・自立支援教育訓練給付金事業　ほか

・状況に応じ各種申請

　受付に出向く

・こどもに関する窓口業務実施

 　について検討


